
保護林制度の改正について

北海道森林管理局



○大正４年 山林局通牒 「保護林設定ニ関スル件」

○平成元年 林野庁長官通達 「保護林の再編・拡充について」
「保護林設定要領」

・学術参考保護林
・風致保護林
・その他保護林

・森林生態系保護地域
・森林生物遺伝資源保存林
・林木遺伝資源保存林
・植物群落保護林
・特定動物生息地保護林
・特定地理等保護林
・郷土の森

大正時代
昭和初期

高度経済成長
（木材需要拡大）

（公害発生）
森林の公益的機能

自然保護運動
（知床、白神等）

大正時代
昭和初期

高度経済成長
（木材需要拡大）

（公害発生）
森林の公益的機能

自然保護運動
（知床、白神等）

生物多様性保全の要請
世界自然遺産
の保護担保

生物多様性保全の要請
世界自然遺産
の保護担保

○平成22年 「保護林設定要領」一部改正
・森林生物遺伝資源保存林の改正（局設定可能）
・モニタリング規定追加
・有識者による保全管理委員会の規定追加 等

1 保護林制度の変遷と旧保護林区分について
(1)保護林制度の変遷

○平成27年 「保護林設定管理要領」制定

林業と自然保護に関する検討委員会
（昭和62年10月～63年12月）

森林における生物多様性保全の推進方策検討
会

（平成20年12月～21年7月）

保護林制度等に関する有識者会議
（平成26年6月～）

１
・保護林設定要領を廃止



原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保
護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資する保護林。
世界自然遺産地域の9割以上は森林生態系保護地域。
30箇所・655千ha ・1箇所平均2万1千ha　設定要件：1,000ha以上(島嶼：500ha以上) 

(2) 旧保護林区分
①森林生態系保護地域

西表島森林生態系保護地域
（九州森林管理局）

知床森林生態系保護地域
（北海道森林管理局）

大杉谷森林生態系
保護地域

（近畿中国森林管理局）

しれとこ

知床

いざりだけしゅうへん

漁岳周辺

ひだかさんみゃく

日高山脈

かりばさんち すっきがわ げんりゅうぶ

狩場山地須築川源流部

おそれざんさんち

恐山山地
しらかみさんち

白神山地
かっこんだがわ・たまがわげんりゅうぶ

葛根田川・玉川源流部
はやちねさんしゅうへん

早池峰山周辺
くりこまやま・とちがもりやましゅうへん

栗駒山・栃ヶ森山周辺
あずまさんしゅうへん

吾妻山周辺

たいせつざん

大雪山

ちゅうおう きそこまがたけ

中央アルプス木曽駒ヶ岳

みなみ なんぶてかりだけ

南アルプス南部光岳

あさひさんち

朝日山地
いいでさんしゅうへん

飯豊山周辺さぶりゅうやましゅうへん

佐武流山周辺

きたあるぷす かなきどがわ・たかせがわ げんりゅうぶ

北アルプス金木戸川・高瀬川源流部

はくさん

白山だいせん

大山

おおすぎだに

大杉谷

いしづちさんけい

石鎚山系

そぼさん・かたむきやま・おおくえやましゅうへん

祖母山・傾山・大崩山周辺

あまみぐんとう

奄美群島

あや

綾

やくしま

屋久島

おがさわらしょとう

小笠原諸島

いりおもてじま

西表島

おくあいづ

奥会津
とねがわげんりゅうぶ・ひうちがたけしゅうへん

利根川源流部・燧ケ岳周辺

いなおだけしゅうへん

稲尾岳周辺

小笠原諸島森林生態系保護地域
（関東森林管理局） ２



②森林生物遺伝資源保存林
森林と一体となって自然生態系を構成する生物の遺伝資源を森林生態系内に保存し将来の

利用可能性に資する保護林。
15箇所・75千ha ・1箇所平均5千ha　
設定要件：1,000ha以上(特徴的な生態系500ha以上)

利尻・礼文森林生物遺伝資源保存林
（北海道森林管理局）

八甲田山森林生物遺伝資源保存林
（東北森林管理局）

りしり・れぶん

利尻・礼文

ひだかさんみゃくとうぶ

日高山脈東部

とかちがわじょうりゅう

十勝川上流

日高山脈西部
ひだかさんみゃくせいぶ

奥羽山脈北西部
おううさんみゃくほくせいぶ

八甲田山
はっこうださん

阿武隈高地
あぶくまこうち

越後山脈
えちごさんみゃく

丹沢山地
たんざわさんち

秩父山地
ちちぶさんち

九州中央山地
きゅうしゅうちゅうおうさんち

霧島山
きりしまやま

高隈山
たかくまやま

黒蔵谷
くろぞうだに

犀川源流
さいかわげんりゅう

秩父山地森林生物遺伝資源保存林
（関東森林管理局）
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③林木遺伝資源保存林

主要林業樹種及び稀少樹種等に係る林木遺伝資源を森林生態系内に保存し、将来の利用可能
性に資する保護林。
320箇所・9千ha・1箇所平均30ha

北海道森林管理局管内
あさひかわ

旭川アカエゾ・ダケカンバ３外１３７箇所

東北森林管理局管内

関東森林管理局管内

中部森林管理局管内

近畿中国森林管理局管内

四国森林管理局管内

九州森林管理局管内

とわだ

十和田イタヤカエデ等外４０箇所

あたごやま

愛宕山ブナ、スギ群落外３８箇所

あかさわ

赤沢ヒノキ等外３１箇所

しらがやま てんねん

白髪山天然ヒノキ外１５箇所

おにのめやま

鬼の目山外３２箇所

おおごし

大越外２０箇所

富士山大沢カラマツ・イラモミ・
ウラジロモミ群落林木遺伝資源保存林

（関東森林管理局）

鳥海ブナ林木遺伝資源保存林
（東北森林管理局）

４



④植物群落保護林

我が国または地域の自然を代表するものとして保護を必要とする植物群落及び歴史的、学術
的価値等を有する個体の維持を図り、併せて森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資す
る保護林。
372箇所・161千ha・1箇所平均430ha

北海道森林管理局管内
おあかんだけ

雄阿寒岳原生外５６箇所

東北森林管理局管内

関東森林管理局管内

中部森林管理局管内

近畿中国森林管理局管内

四国森林管理局管内

九州森林管理局管内

はちまんたい

八幡平外６２箇所

おおさび さんち

大佐飛山地外９６箇所

しおみ みぶだけ

塩見三峰岳外６３箇所

にしくまやま

西熊山外５箇所

かもんだけ

掃部岳外４１箇所

ひょうのせん さんのまる

氷ノ山三の丸外４２箇所

焼石岳植物群落保護林（東北森林管理局）

赤沢植物群落保護林（中部森林管理局）
船浦ニッパヤシ植物群落保護林

（九州森林管理局）
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⑤特定動物生息地保護林

特定の動物の繁殖地、生息地等の保護を図り、併せて学術研究等に資する保護林。
39箇所・23千ha・1箇所平均590ha

クッチャロ湖

鶴間池モリアオガエル
つるまいけ

真昼岳モリアオガエル
まひるだけ

片庭姫春蝉生息地
かたにわ ひめはるぜみ

雨生池アマゴイルリトンボ
まごいがいけ

御岳
みたけ

内大臣
ないだいじん

市房
いちふさ

経ヶ岳大型鳥獣
きょうがたけ おおがたちょうるい

蓮華ライチョウ
れんげ

のっぽろしんりんこうえん

野幌森林公園

うえなえ

植苗オオワシ・オジロワシ生息地

シマフクロウ生息地（道内9箇所）

べかんべうし

別寒辺牛タンチョウ生息地

のつけはんとう

野付半島

はまこしみず

浜小清水
みさきちく

美咲地区

イタダキ沢コキクガシラコウモリ

魚取沼鉄魚
ゆとりぬま てつぎょ

南沢アオサギ
みなみさわ

森吉山クマゲラ
もりよしざん

男鹿山アオサギ
おがやま

火打山周辺ライチョウ
ひうちやましゅうへん

笠堀カモシカ
かさぼり

大門山大型鳥類生息地
だいもんやま おおがたちょうるい

米子大型鳥類生息地
よなご おおがたちょうるい

戸隠野鳥生息地
とがくし やちょう

天王山
てんのうざん

北股暖地昆虫生息地
きたまた だんちこんちゅう

奄美群島
あまみぐんとう

夜叉ヶ池水生昆虫生息地
やしゃがいけ すいせいこんちゅう

宮島
みやじま

鶴間池モリアオガエル
特定動物生息地保護林
（東北森林管理局）

蓮華ライチョウ
特定動物生息地保護林
（関東森林管理局）

別寒辺牛タンチョウ生息地保護林
（北海道森林管理局）
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⑥特定地理等保護林

我が国における特異な地形、地質等の保護を図り、併せて学術研究等に資する保護林。
33箇所・37千ha ・1箇所平均1千1百ha

月夜立
つきよたつ

硫黄岳
いおうだけ

槍ヶ岳・穂高
やりがたけ・ほたか

戸隠山
とがくしやま

寺谷アンモナイト包蔵地
てらたに ほうぞうち

黒部峡谷
くろべきょうこく

しらたき りゅうもんがん きゅうか

白滝流紋岩球顆

のりくらさんぼんだき

乗鞍三本滝

たかせけいこく ふんとうきゅう

高瀬渓谷噴湯丘

ごりゅう・かしまやりがたけ

五竜・鹿島槍ヶ岳

こうしょう

マンガン鉱床

ぴりか おんせん しょうにゅうどう

美利河温泉鍾乳洞

常念・蝶ヶ岳
じょうねん・ちょうがたけ

猿ヶ森ヒバ埋没林
さるがもり まいぼつりん法体の滝

ほったい

針ノ木・爺ヶ岳
はりのき・じいがたけ

富士山
ふじさん

御岳
おんたけ

岩見山
いわみさん

笹ヶ岳
ささがだけ

称名滝
しょうみょうだき

鳥甲山
とりかぶとやま

そりゅう げんぶがん ちゅうじょうせつり

オシュンコシュン粗粒玄武岩柱状節理

やけだけ

焼岳
のりくらだけ

乗鞍岳兜岩
かぶといわ

浅間山
あさまやま

仙丈ヶ岳
せんじょうがたけ

白岩岳
しらいわだけ

中央アルプス駒ヶ岳
ちゅうおう こまがたけ

巫女淵
みこぶち

薬師岳圏谷群
やくしだけ けんこくぐん

立山の山崎圏谷
たてやま やまさきけんこく

マンガン鉱床保護林
（北海道森林管理局）

法体の滝特定地理等保護林
（東北森林管理局）

黒部峡谷特定地理等保護林
（中部森林管理局）
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⑦郷土の森

地域における象徴としての意義を有する等により、森林の現状の維持について地元市町村の
強い要請のある森林を保護し、併せて地域の振興に資する保護林。
40箇所・4千ha・1箇所平均100ha

やちょう にじのもり

野鳥虹の森

てんしょう たき

天正の滝

たき

みろくの滝

松尾観世音
まつお かんぜおん

おぐに白い 橋野鉄鉱山
はしの てっこうざん

村上市朝日地区
むらかみし あさひちく

博士山
はかせやま

老谷ささやき自然の森
おいたに

東白川
ひがししらかわ

菅名岳
すがなだけ

御座山
おぐらさん

鍋倉山
なべくらやま

菅平湿原
すがだいらしつげん

恵みの森
めぐみ もり

しらかみ

ふたつい白神

しらかみ

たしろ白神

いわむら

のりくら
上の平
うえのたいら

大ブナ
おお

毛無山
けなしやま

てるは

水木沢
みずきざわ

安曇野まつかわ馬羅尾高原
あずみの ばらお こうげん

土佐のてっぺん
とさ

西土佐
にしとさ

四万十源流
しまんとげんりゅう

ゆすはら

高知県・本山町竜王山
こうちけん・もとやまちょう りゅうおうやま津志嶽シャクナゲ

つしだけ

佐喜浜躍動天然杉
さきはま やくどう てんねんすぎ

諸塚山
もろつかやま

奈良津
なろうず

アバダントしらとり

稲妻
いなずま

十層
じゅうそう

福連木
ふくれぎ

平谷
ひらたに

鷹鳥屋
たかとりや

橋野鉄鉱山郷土の森（東北森林管理局）

みろくの滝郷土の森（東北森林管理局）
津志嶽シャクナゲ郷土の森

（四国森林管理局）
８



(3) 北海道森林管理局の保護林設定状況

９



保護林制度の最終改正から四半世紀が経過し、この間、生物多様性保全
に関する科学的知見・保護地域の管理手法は大きく進歩するなど保護林制
度をめぐる状況は大きく変化した。

これに伴い保護林制度の見直しを行い、生物多様性の保全に配慮した、
簡素で効率的な管理体制を再構築する。

保護林制度は大正４年に発足し、学術の研究、貴重な動植物の保護、風
致の維持等の面で重要な役割を担い、これまで先駆的な保護制度として機
能してきた。

平成元年に最終改正が行われ、原生的な森林生態系を保護する森林生態
系保護地域をはじめとして７区分の保護林を設定し保護管理を実施してい
る。

保護林制度

制度改正の趣旨

1０

２　保護林制度の改正



１１

・旧保護林通達（保護林設定要領）の廃止
・旧通達等に基づき設置されている保護林関係委員会は再編
・既存の保護林については、新区分に再編されるまでの間は従前の例による

　森林に対する国民の要請の高度化・多様化に伴う平成元年の保護林制度改正か
ら四半世紀が経過し、この問、生物多様性保全に関する科学的知見や保護地域の
管理手法が進歩するなど保護林制度をめぐる状況は大きく変化した。

　このような変化に対応しつつ国有林野内の森林生態系や希少な野生生物を将来
にわたって保護・管理していくため、森林生態系や個体群の持続性に着目した分
かりやすく効果的な保護林区分の導入、簡素で効率的な管理体制の再構築、森林
生態系を復元する考え方の導入など、今後の保護林の設定・ 管理における基本的
な考え方 について定め、もって国有林野における生物多様性の保全に寄与するも
のとする。

第１　趣旨

保護林制度の改正について（平成27年9月28日付け27林国経第49号：林野庁長官通知）

保護林設定管理要領



1　原生的な天然林
　　伐採記録がない又は伐採記録がない近傍区域と同様の林況を示す天然林 。　
　　なお、上層木、下層植生等の一部に人為、移入種等による影響が生じてい　
　る天然林であっても、当該天然林が特に保護・管理すべき固有の森林生態系を
　構成している場合はこれに含む。

2　復元
世界的な価値を有しているものの、人為、災害又は同種個体群からの孤立等

により自立的復元力を失った森林を対象に、専門家の科学的知見に基づく意見
を踏まえつつ、目標林型及び技術的手法を定め、それを基にした順応的管理に
より長期にわたる森林施業等の実施を通じて、潜在的自然植生を基本とした生
物群集へ誘導すること。

3　モニタリング
　　設定後の保護林の状況を的確に把握し、保護林の設定目的に照らして保護林
　を評価するため「保護林等整備・保全対策実施要領」（平成22年4月9日付け
　21林国経第64号林野庁長官通達）に定められている「保護林モニタリング、
　調査マニュアル」に基づき実施する継続的な調査。

第２　用語の定義

１２



保護林区分の再構築    合計 851箇所・968千ha

実線：基本的な移行
点線：現状の保護林の性格を踏まえた移行

森林生態系保護地域（655千ha）

植物群落保護林（161千ha）

森林生物遺伝資源保存林（75千ha）

特定地理等保護林（37千ha）

郷土の森（4千ha）

森林生態系保護地域

生物群集保護林

希少個体群保護林

他制度の活用、施業上の
配慮を検討

特定動物生息地保護林（23千ha）

林木遺伝資源保存林（9 千ha）
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　保護林は、その目的に応じて、森林生態系保護地域、生物群集保護林及び
希少個体群保護林に区分するものとする。

第3　保護林の区分



（１） 目的
我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護・管理することにより、森林生態系からな

る自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資す
ることを目的とする。

(２) 設定の基本的な考え
方我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体とした、森林生態系としてのまとまりを持
つ区域であって、原則として2,000ヘクタール以上の規模を有するもの（ただし島嶼、半島等特殊な環境に
あっては、原則として500ヘクタール以上の規模を有するものとする。）のうち、(1)の目的から特に保護・管理
を必要とする区域。

(３) 地帯区分
森林生態系保護地域は、一の区域について保存地区及び保全利用地区に区分するものとする。

地帯区分 取扱い方針

保存地区 我が国の気候帯又は森林帯を代表する
原生的な天然林を主体とする区域

原則として人為を加えずに自然の推移に委ねるも
のとする。

保全利用地区 保存地区に外部からの影響が直接及ばな
いよう緩衝の役割を果たすために必要と
考えられる広がりを持つ、原則として保存
地区と同質の天然林を主体とする区域

天然林については保存地区と同様とし、人工林につ
いては育成複層林施業等を行うことができるものと
して、将来的には天然林への移行を図るものとす
る。
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１．森林生態系保護地域



（１） 目的
地域固有の生物群集を有する森林を保護･管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野

生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業･管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。　

(２) 設定の基本的な考え方
次の各号のいずれかに該当するもののうち、(1)の目的から特に保護・管理を必要とする区域。
ア 自然状態が十分保存された天然林を主体とした、地域固有の生物群集がまとまりを持って存在する

区域であって、原則として300ヘクタール以上の規模を有するもの
イ 自然状態が十分保存された天然林を中心に、地域固有の生物群集が存在し、今後、復元の取組が見

込まれる森林を周辺部に包含する区域であって、原則として1,000ヘクタール以上の規模を有するもの

(３) 地帯区分
生物群集保護林は、原則として一の区域について保存地区及び保全利用地区に区分するものとする。た
だし、地帯区分を行う合理的な理由が見いだせない場合は、この限りでない。

地帯区分 取扱い方針

保存地区 自然状態が十分保存された天然林を主体
とする区域

原則として人為を加えずに自然の推移に委ねるもの
とする。

保全利用地区 保存地区に外部からの影響が直接及ばな
いよう緩衝の役割を果たすために必要と考
えられる広がりを持つ、原則として保存地
区と同質の天然林を主体とする区域

天然林については保存地区と同様とし、人工林につ
いては育成複層林施業等を行うことができるものとし
て、将来的には天然林への移行を図るものとする。
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２．生物群集保護林

masanobu_abe070
ノート注釈
masanobu_abe070 : Unmarked

masanobu_abe070
ノート注釈
masanobu_abe070 : Unmarked



（１） 目的
希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群（以下

　　「個体群」という。）の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資すること
　　を目的とする。
（２） 設定の基本的な考え方

次の各号のいずれかに該当する個体群を有し、原則として当該個体群がその存続に必要な条件を含
 む５ha以上の区域うち、(1）の目的から特に保護・管理を必要とする区域を希少個体群保護林として設定

    すること ができるものとする。設定に際しては野生生物の生育・生息地の他に、個体群の存続に必要と    
    なる更新適地等に配慮するものとする。

ア 希少化している個体群
イ 分布限界域等に位置する個体群
ウ 他の個体群から隔離された同種個体群
エ 遺伝資源の保護を遺伝資源の保護を目的と目的とすするる個体群個体群
オ 草地、湿地、高山帯、岩石地等、特殊な立地条件の下に成立している個体群
カ 温暖化等の影響により将来的に消失が懸念される個体群
キ その他保護が必要と認められる個体群

※ 目的とする個体群の消失が懸念される危機的な森林等で、遺伝的に関連のある個体群の生育・生息地、更新適地等が周辺に飛び地とし
て存在する場合には、野生生物の存続に必要な個体群の集合体（メタ個体群）を保護することを目的に、核となる森林等の周辺の当該飛び
地を同一の希少個体群保護林として設定し、保護・管理することができるものとする。

（３） 取扱いの方針
(ｱ)
(ｲ)

 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする。
 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な
場合には、必要な森林施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができるものとする。
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３．希少個体群保護林　



人為による生息環境等の創出

一時的な裸地の出現等、遷移過程における攪乱が個体群の持続的な
生息・生育に不可欠な場合には、森林施業により人為的に環境創出

イメージ：
管理委員会での検討をふ
まえ、生育地拡大を図る
ため、生育地に隣接する
林分を伐採し、更新・増
殖に適した光環境を創出

野生生物の存続に必要な個体群の集合体（メタ個体群）の保全

消滅が懸念される個体群保全のため、周辺に存在する遺伝的関係性
を持つ個体群、生育・生息地等を同一の保護林として一体的に保全

更新適地

遺伝的に関係性を持つ個体群

生育・生息地

消滅が懸念さ
れる個体群
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一体的に保全

野生生物保全管理手法の導入（希少個体群保護林）



２ モニタリングの実施間隔

これまでは、全ての保
護林について、原則と
して5年に一度のモニ
タリング調査

(1) 5年未満ごと：絶滅の危険性が極めて高い個体群を保護
(2) 5年ごと：ア遷移の途中段階 イ復元を行っている ウ個

体群の持続性に問題ある エ外部からの影響を受けている
オ病虫獣害等による影響が顕著 カ温暖化による影響が顕
著 キ短期間で大きな変化が想定される

(3) １0年ごと：(1)(2)に該当しない
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第５　モニタリング

１ モニタリング、その他簡素な現況調査により保護林の状況を的確に把握

３ 国有林野施業実施計画策定作業の前年度までに実施。実施間隔が10年ごとの場合の
　5年目は、森林官等による巡視、定点撮影、空中写真の確認等の簡素な調査を実施。

４ 大きな変化が想定されない保護林は 、保護林管理委員会の意見を聴いた上で、次期
モニタリング周期に繰り越すことができる。

５ モニタリング等により保護林の状況に変化が確認された場合は、速やかに変更等を
　行う。



○○森林生態系保護地域設定委員会
▽▽森林生物遺伝資源保存林設定委員会
■■緑の回廊設定委員会
XXモニタリング委員会
※※希少種委員会

※必要に応じて部会等を
設置

第６　保護林管理委員会

北海道森林管理局
保護林管理委員会

委員会の再編
　既存の委員会を整理・統合し、一元的な管理委員会を立ち上げ

１ 保護林の設定 、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項並びに保護林に
　関連する生物多様性の保全について検討を行う。

２ (1)森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体等のうち、森林管理　
　　局長が選任した者で構成。

(2)必要に応じて管理委員会の下に専門的な検討を行うための部会等を設置。復元
を行おうとする場合は復元対象保護林毎に復元部会を設置。

３　留意事項（省略）
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・保護林に隣接する民有林の保護・管理水準の確保に努める。
・民有林内に分散している国有林の合算面積を保護林設定時の面積要件と

することができる。

・国民に対する積極的で丁寧な情報発信。
・モニタリングや普及活動等をボランティア活動により実施可能。
・適切な保護・管理のための職員の人材育成。

第９　国際基準への対応

第８　民有林との連携

第７　保護林管理方針書
・これまでの保護林台帳に代わるものとして作成。
・保護林の管理に活用するほか、管理委員会の参考資料として取り扱う。

第10　その他

・全ての保護林を国際基準として認知されている保護地域管理カテゴ
リーに分類した上で、国際的なデータベースへの登録を進める。
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